
 建設リサイクル法に基づく公共工事の執行について（通知）
技術基準の種類:環境建設副産物
通知日　　　　:平成14年５月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管第４２８号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年５月２８日

　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県 土 整 備 部 長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公  印  省  略）
　
　
　　　　　　　建設リサイクル法に基づく公共工事の執行について（通知）
　
　
　　　平成１４年５月３０日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建
　　設リサイクル法）」が全面施行されるに伴い、公共工事においても同法に基づく
　　事務処理が必要となります。
　　　ついては、公共工事の執行の流れを別紙１のとおりとするとともに、現場説明
　　書を別添のとおり一部改正し、平成１４年５月３０日以降に入札する工事から適
　　用することとしたので通知します。
 　



　





　



　



　



　



　



　



　



　




